
農場の防疫対策の更なる徹底を
お願いします!!

県内において野生いのししの豚熱の感染が継続しています
が、本年５月には中国で口蹄疫の発生が確認されたほか、ア
ジア及びヨーロッパではアフリカ豚熱が継続して発生していま
す。特にアジアでは本年７月にはベトナムの豚、韓国の野生
いのししにおける発生が確認されました。
また、新型コロナウイルスの人への感染が世界各国・地域で
継続し、渡航の制限等の対策が講じられていますが、一部緩
和される動きもあります。
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・豚熱、アフリカ豚熱、口蹄疫等が発生している国への渡航を
可能な限り自粛して下さい。
・海外からの肉類の持ち込みは原則禁止されており、農場内
に肉製品などを含む畜産物を郵送も含めて持ち込まないよう
にして下さい。
・農場での消毒及び衛生管理区域への病原体の持ち込み防
止を再徹底して下さい。
・飼養家畜の毎日の健康観察を入念に行い、早期発見及び
早期通報を徹底して下さい。

畜産農家の皆様には特に次の事項に留意して下さい。

異常を発見された場合はすぐに家畜保健衛生所にご連絡ください。

連絡先：山梨県東部家畜保健衛生所
電話： 0 5 5 - 2 6 2 - 3 1 6 6 F A X ： 0 5 5 - 2 6 2 - 3 1 0 8
夜間・土日・休日の連絡先： 0 9 0 - 5 5 3 5 - 8 0 0 5
土日・休日の連絡先： 0 9 0 - 5 5 4 4 - 7 8 6 8


